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第１章  基本的な考え方 

 

第１節  応急仮設住宅による対応 

 

（１）応急仮設住宅の趣旨 

応急仮設住宅とは、避難所等にいる被災者に早急に入居してもらい、一時的な居住の安定を図る

とともに、安定した居住が確保される恒久住宅への転出を早期に実現させて、その役割を終えるべき

住宅である。 

被災後の恒久的な住宅確保までのフローのイメージ

従前 被災 被災後数日～数月 被災後数月～数年 恒久住宅の確保　　被災直後

従前の自宅

避難所等

自宅再建

災害公営住宅等

従前の住宅

二次避難所（旅館・ホテル）

公営住宅の使用許可

民間賃貸住宅の借上げ

応急仮設住宅の建設

応急修理等

改修工事等

：応急仮設住宅

 

 

 

（２）応急仮設住宅の供与対象者 

○住家が全焼、全壊又は流出した者であること 

○居住する住家がない者であること 

○自らの資力をもってしては、住家を確保することもできない者であること 
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（３）応急仮設住宅の供与方法 

応急仮設住宅の供給方法には、災害発生後に緊急に建設して供与する「応急仮設住宅の建設」と、

民間の賃貸住宅を借り上げて供与する「民間賃貸住宅の借上げ」、さらには、地方自治法に基づき公

営住宅を一時使用させる「公営住宅の使用許可」がある。 

【応急仮設住宅の建設】 

○公共用地又は民地において、新たに仮設住宅を建設し、被災者に提供するもの。 

○応急仮設住宅の規模は、１戸当たり床面積２９．７㎡（９坪）を標準とする。 

○応急仮設住宅は、災害発生の日から２０日以内に着工しなければならないが、大規模災害等で現

実問題として２０日以内に着工できない場合、事前に内閣総理大臣へ協議して必要最小限度の期

間を延長することが認められている。 

【民間賃貸住宅の借上げ】 

○既存の民間賃貸住宅を借り上げて活用することから、比較的短期間で提供できる。 

【公営住宅の使用許可】 

○地方自治法に基づき、公営住宅を目的外使用許可する。 

※応急仮設住宅の建設は、用地や資材の確保が必要で、時間を要することから、被災者が民

間賃貸住宅の借上げや公営住宅の使用許可を希望する場合には、可能な限り、これらを優

先することになる。 

※なお、建設を中心とすべきと考えられるケースとしては、次のものが考えられる。 

・一次産業従事者や高齢者等、産業復興の迅速化や地域との結びつきの維持の必要性から

被災地を離れることが難しい住民の多い地域。 

・借上げが可能な民間賃貸住宅の戸数が少ない地域。 

 

（４）供与主体、期間、管理 

○原則、供与主体は県で、市町に委任することができる。（災害救助法第１３条第１項） 

※県と市町間の事務委任・費用支弁手続き等については災害救助法に拠る。 

○供与期間は最長２年間とされるが、この期間は著しく激甚な非常災害を対象とする「特定非常災害

の被害者の権利利益の保全等を図るための特例措置に関する法律第８条」を適用し、特定行政庁

の許可を受けることで、さらに１年ごとに延長できる。 

○応急仮設住宅の入居者の選定、修繕等の管理は、市町長が行う。ただし特別な事情がある場合に

は、当該市町長の協力を得て、知事自ら実施する場合もある。 

 

第２節  その他の対応 

◆応急修理 

○自宅が半壊又は半焼し、若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、日常生活を営むことが

できない被災者のうち、自らの資力では住家の修理ができない場合に、修理の費用の一部を

県が負担して、自宅を修理することができる。 

○修理戸数は市町ごとの半壊及び半焼世帯数の３割以内とされている。 

 

 

第２章  供給計画 

 

第１節 供給可能戸数 

○応急仮設住宅の建設については、協定を締結している次の団体からの意見等を基に供給可能

戸数を想定する。 
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(一社)プレハブ建築協会（以下「プレ協」という。） 

(一社)香川県建設業協会（以下「建設業協会」という。） 

(一社)全国木造建設事業協会（以下「全木協」という。） 

(一社)日本木造住宅産業協会（以下「木住協」という。） 

○プレ協の供給可能戸数は、四国ブロック全体での供給可能限度戸数の１/４程度を本県の戸

数と想定する。 

○民間賃貸住宅については、不動産関係団体の意見を踏まえて推計した現時点での数値である。 

○公営住宅は、県営及び市町営住宅のうち、耐震性のある利用可能な空き家戸数（平成 31年 4

月 1日現在）における推計値である。 

○阪神・淡路大震災や東日本大震災規模の災害においては、災害発生後最長で概ね６ヶ月以内に

建設することが一つの目安とされており、仮設住宅供与の要請を受けてから６ヶ月以内に供給でき

る最大の想定供給可能戸数は下表のとおりである。（インフラ等の被害による制約がないものとして

推計） 

 

【供給可能戸数】 

 団体等 1 ヶ月以内 2 ヶ月以内累積 3 ヶ月以内累積 6 ヶ月以内累積 

建 

 

設 

プレ協 ６００戸 ２，０００戸 ５，０００戸 １０，７００戸 

建設業協会 ０戸 ２００戸 ４００戸 １，０００戸 

全木協 ０戸 ５００戸 １，０００戸 ２，５００戸 

木住協 ０戸 ２００戸 ５００戸 １，２００戸 

小計 ６００戸 ２，９００戸 ６，９００戸 １５，４００戸 

民間賃貸 ５，７００戸 １１，５００戸 １７，４００戸 １７，４００戸 

公営住宅 ４５０戸 ６００戸 ９００戸 ９００戸 

合 計 ６，７５０戸 １５，０００戸 ２５，２００戸 ３３，７００戸 

 

※これら以外に県内建設業者に広く公募する方式もある。 

※東日本大震災の実績では、応急仮設住宅の建設によるものより、民間賃貸住宅の借上げや公営

住宅の使用許可によるものの方が多かった。 

 

【供給の基本的な考え方】 

○災害発生後早い段階で供与できるのは、公営住宅と民間賃貸住宅である。 

○したがって、まずは、公営住宅の空室の活用が可能な場合には、それを優先する。 

○また、被災者が民間賃貸住宅を希望し、借上げが可能な場合には、それを優先する。 

○ただし、借上げの住宅は、被災地に近接した地域で供与することが困難な場合があり、応急仮設

住宅の建設についても、早期の段階で検討を進めることとする。 

【時系列での考え方】 

○応急仮設住宅の建設のうち、「プレ協」は、一定戸数までは解体処分負担のないリース物件での対

応が可能であり、初動が早く、工期も短いことから、最も早い場合には1ヶ月以内での供給が可能と

想定される。 

○したがって、６，７５０戸までは、「プレ協」のリース物件と、民間賃貸住宅の借上げと公営住宅の使
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用許可で、１ヶ月以内に供給可能と想定されるが、被災地域の状況等により、「建設業協会」、「全

木協」、「木住協」への要請も検討する。 

○１５，０００戸までは、民間賃貸と公営住宅、さらには、「プレ協」のリース物件、「建設業協会」と「全

木協」及び「木住協」による木造仮設住宅で、災害発生後２ヶ月以内に供給可能と想定される。 

○その後さらに、２５，２００戸を３ヶ月以内に、３３，７００戸を６ヶ月以内に供給可能と見込まれる。 

○また、協定を締結した団体による供給だけでは不足する場合には、公募方式で県内建設業者に発

注することも想定される。 
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第２節  被害想定に基づく必要戸数の推計 

 

○応急仮設住宅を供給すべき必要戸数を推計するに当たって、本県では、平成26年３月に発表した

「香川県地震・津波被害想定(第四次公表)」をもとに検討する。 

 

○また、推計方法としては、国から示された「応急仮設住宅建設必携」（中間とりまとめ）の住家被害に

基づく方法により行うこととし、同必携によると、過去の大地震における応急仮設住宅供給戸数の実

績は、次表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○南海トラフを震源とする最大クラスの地震（以下「Ｌ２」という。）発生時には、津波による住宅被害が

大きくなると推計されていることや、津波被害では高台などに移転新築する場合が多く、その建築

期間中の応急仮設住宅への入居のニーズが高くなると考えられることから、東日本大震災（福島県

以外）の供給実績（全・半壊戸数の２６．６％）を参考に、本県の応急仮設住宅の必要戸数を住宅の

全・半壊棟数の２７％と想定する。 

※災害救助法では「災害時に住家が全壊・全焼・流出し、居住するため住家が無い者等で、自らの

資力では住家を得る事ができない者」に供与される住宅と原則されるが、東日本大震災規模の

大規模災害の場合を想定し、半壊等でも希望者には応急仮設に入居できる弾力運用が図られる

ことを前提としている。 

（東日本大震災に係る災害救助法の弾力運用について（その５） 平成２３年４月４日厚生労働省

社会・援護局総務課長通知） 

 

 ○「香川県地震・津波被害想定(第四次公表)」によれば、Ｌ２発生時において、香川県全体で１１０，０７

３棟の住宅が全・半壊すると想定されている。 

 

○これに対して、供給すべき応急仮設住宅の必要戸数は、１１０，０７３（棟）×２７％≒２９，７２０（戸）と

推計され、前述の供給可能戸数の計画によると、６ヶ月以内に供給可能と見込まれる。 

 

 ○なお、Ｌ２より規模の小さい震災発災時にあっても、Ｌ２想定の供給計画に沿って、応急仮設住宅の

速やかな供給を行う。 

住家被害と応急仮設住宅供給戸数の状況

（応急仮設住宅建設必携中間とりまとめ　国土交通省住宅局作成）より抜粋（平成24年4月19日時点）

阪神・淡路大震災 新潟県中越地震

（H7.1.17） （H16.10.23） （H23.3.11） 福島県以外（※６）

全壊 104,906 棟　（※１）   3,175 棟　（※２） 129,479 戸　（※３） 108,925 戸　（※３）

半壊 144,274 棟　（※１） 13,810 棟　（※２） 256,077 戸　（※３） 189,126 戸　（※３）

①合計 249,180 棟 16,985 棟 385,556 戸 298,051 戸

応急仮設住宅
（建設分）

48,300 戸 3,460 戸 53,516 戸 36,394 戸　（※４）

応急仮設住宅
（みなし仮設住宅）

139 戸 174 戸 68,334 戸 42,869 戸　（※５）

②合計
（建設＋みなし）

48,439 戸 3,634 戸 121,850 戸 79,263 戸

19.4% 21.4% 31.6% 26.6%

　（※１）阪神・淡路大震災について（確定版）消防庁（H18.5.19)

　（※２）平成16年(2004年)新潟県中越地震（確定版）消防庁（H21.10.21)

　（※３）警察庁発表（H24.4.18現在）

　（※４）平成24年4月2日時点の必要戸数

　（※５）平成24年4月17日時点

　（※６）福島県では、福島第一原子力発電所事故に伴う警戒区域、計画的避難区域等からの避難者のための

　　　　  応急仮設住宅も供給されていることを勘案し、福島県分を除いて算定。

住家被害に対する応急仮設
住宅供給の割合  （②÷①）

住
家
被
害

応
急
仮
設
住
宅

東日本大震災
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香川県地震津波被害想定（平成２６年３月３１日：第四次公表）に基づくＬ２発生時の応急仮設住宅の必

要戸数の推計 

市町名 住宅棟数(棟) 
全壊・半壊棟数(棟) 

(Ａ) 

応急仮設住宅 

 必要戸数（戸） 

(Ａ)×０．２７ 

高松市 １０９，０７０ ２７，５５５ ７，４４０ 

丸亀市 ３５，７７２ ８，８４０ ２，３８７ 

坂出市 １８，１３３ ８，０８３ ２，１８２ 

善通寺市 １２，５２７ ２，６７０ ７２１ 

観音寺市 ２５，０８３ １４，１４７ ３，８２０ 

さぬき市 ２０，１８６ ７，４０２ １，９９９ 

東かがわ市 １４，２２４ ８，３３２ ２，２５０ 

三豊市 ３６，５４８ １６，０３８ ４，３３０ 

土庄町 ７，２９４ ２，０３６ ５５０ 

小豆島町 ８，０４１ ３，６８７ ９９５ 

三木町 １１，０８７ １，４９５ ４０４ 

直島町 １，１２７ ３４３ ９３ 

宇多津町 ３，５９９ １，３０８ ３５３ 

綾川町 １１，１６６ ９７２ ２６２ 

琴平町 ４，４３１ ８７７ ２３７ 

多度津町 ９，９００ ４，５９５ １，２４１ 

まんのう町 ９，１２９ １，６９３ ４５７ 

香川県計 ３３７，３１７ １１０，０７３ ２９，７２０ 

 

 


